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被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
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す
る
法
律
案
（
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号
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付
）
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旨

）

本
法
律
案
は
、
被
災
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
よ
る
自
立
し
た
生
活
の
再
建
を
支
援
す
る
た
め
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援

金
の
支
給
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
限
度
額
に
つ
い
て
、
収
入
の
合
計
額
が
五
百
万
円
以
下
で
あ
る
世
帯
に
お
い
て
は
百
万

円
を
三
百
万
円
に
、
収
入
の
合
計
額
が
五
百
万
円
を
超
え
八
百
万
円
以
下
で
あ
る
一
定
の
世
帯
等
に
お
い
て
は
五
十
万
円
を

百
五
十
万
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
。

二
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
を
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
に
改
め
る
。

三
、
支
援
業
務
を
運
営
す
る
た
め
の
運
用
資
金
を
基
金
に
改
め
る
。

、

、

四

都
道
府
県
が
基
金
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
に
対
し
て
拠
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
拠
出
に
要
す
る
経
費
で
あ
っ
て
地
方
財
政
法
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
地
方

債
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


